
岡山市ナショナルチーム等キャンプ誘致推進事業補助金交付要綱  

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は，ナショナルチーム又は国代表選手が行うキャンプの誘致

を促進し，本市のスポーツ振興，地域の活性化及び本市の情報発信を図るた

め，予算の範囲内において岡山市ナショナルチーム等キャンプ誘致推進事業

補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし，その交付に関しては，

この要綱に定めるもののほか，岡山市補助金等交付規則（昭和４８年市規則

第１６号。以下「規則」という。）に定めるところによる。  

 

 （定義）  

第２条 この要綱で使用する用語の意義は，規則で使用する用語の例による。  

２ この要綱において「ナショナルチーム」とは，１人以上の選手を含み，かつ，

選手又は選手をサポートするメンバーの総数が１０人以上で構成される団体そ

の他市長が特に認めた団体をいう。  

 

（補助事業）  

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は，次の

各号に掲げるとおりとし，その要件については当該各号に定めるところによ

る。  

(1) キャンプ実施事業 次に掲げる要件のいずれをも満たすキャンプを実施

する事業  

  ア ナショナルチーム又は国代表選手が行うキャンプにあっては，当該競

技種目の公益財団法人岡山県体育協会に加盟する競技団体等が誘致した

キャンプであること。  



  イ 次のいずれかに該当すること。  

(ｱ) オリンピック，パラリンピック，ワールドカップ又は世界選手権大

会に過去３年間において出場実績があり，又は直近に出場予定があり，

オリンピック，パラリンピック又はおかやまトップスポーツ協議会構

成団体の競技種目に係るナショナルチーム又は国代表選手が行うキャ

ンプであること。  

(ｲ)  (ｱ)に規定するナショナルチーム又は国代表選手に類する者であっ

て，本市のスポーツ振興，地域の活性化及び本市の情報発信への効果

が期待できるものとして，市長が特に認めたものが行うキャンプであ

ること。  

ウ 市内のスポーツ施設を利用し，かつ，市内の宿泊施設に宿泊するキャ

ンプであること。  

エ キャンプの実施に併せ，地元との交流事業を行うものであること。  

オ 政治的若しくは宗教的活動又は営利を目的とするキャンプでないこ

と。  

(2) キャンプ運営事業 ナショナルチーム又は国代表選手以外の者が当該

ナショナルチーム又は国代表選手に代わってスポーツ施設，宿泊施設等を

手配して前号に掲げる要件のいずれをも満たすキャンプを運営する事業  

 

（補助事業者）  

第４条 補助の対象となる団体及び個人（以下「補助事業者」という。）は，前

条第１号又は第２号の補助事業を行う者とする。  

２ 前項の規定にかかわらず，団体の役員（暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「法」という。）第９条第２１

号ロに規定する役員をいう。）及び個人が次の各号のいずれかに該当する場



合は，この補助の対象となることができない。  

(1)   暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条に

おいて同じ。）  

(2)   暴力団（法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条におい

て同じ。）又は暴力団員の統制下にある者  

(3)   暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者  

 

 （補助金の交付の制限）  

第５条 補助金の交付は，同一のナショナルチーム又は国代表選手が行うキャ

ンプに対して，同一年度に１回までとする。  

２ 補助事業の実施に当たり本市から他の補助金等を受ける者については，補

助金の交付の対象としない。  

 

 （補助対象経費，補助率及び補助上限額）  

第６条 補助事業の実施に際し支出される経費のうち，補助金の交付額の算定

に当たって対象となる経費（以下「補助対象経費」という。），補助率及び補

助上限額は，次の表のとおりとし，補助金額は，次の表の左欄に掲げる補助

対象経費に同表中欄の補助率を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があ

るときは，その端数を切り捨てた額）と同表右欄に掲げる補助上限額とを比

較して，いずれか少ない方の額とする。  

補助対象経費  補助率  補助上限額  

(1)ナショナルチーム又は国代表選手（コーチ等を

含む。以下同じ。）に係る宿泊に要する経費（宿泊

に付帯する食事代を含む。）  

10／10 ナショナル

チームにあ

っては２０

０万円と(2) ナショナルチーム又は国代表選手に係るスポ 10／10 



ーツ施設使用に要する経費  し，国代表

選手にあっ

ては１人当

たり１０万

円かつ総額

で２００万

円とする。  

(3) ナショナルチーム又は国代表選手に係る広報

費，警備費，機材費等のキャンプ運営に要する経

費（食糧費を除く。）  

10／10 

(4) ナショナルチーム又は国代表選手に係る国

内移動に要する経費  

10／10 

(5) ナショナルチーム又は国代表選手に係るそ

の他必要と認める経費  

10／10 

 

 （交付申請）  

第７条 補助金の交付を受けようとする者は，岡山市ナショナルチーム等キャ

ンプ誘致推進事業補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添え

て市長に申請しなければならない。  

(1) 事業実施計画書（様式第２号）  

(2) キャンプ参加者名簿（様式第３号）  

(3) キャンプ日程表  

(4) 補助対象経費の見積書の写し  

 

（交付決定）  

第８条 市長は，前条の規定による交付申請書の提出があった場合は，その内

容を審査し，適当と認めるときは，岡山市ナショナルチーム等キャンプ誘致

推進事業補助金交付決定通知書（様式第４号）により補助事業者に通知する

ものとする。  

 

 （交付の条件）  



第９条 市長は，規則第７条第２項の規定に基づき，補助金の交付の決定に当

たって，同条第１項各号に定める事項のほか，次の各号に掲げる事項につき

条件を付するものとする。  

 (1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。  

 (2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備

し，補助事業完了後５年間保管すること。  

 

 （変更承認申請，変更交付決定）  

第１０条 補助事業者は，補助事業に要する経費の配分の変更又は補助事業の

内容を変更しようとする場合は，岡山市ナショナルチーム等キャンプ誘致推

進事業補助金変更承認申請書（様式第５号）及び第７条第１号から第４号ま

でに掲げる書類（変更後の内容を記載したもの）を市長に提出しなければな

らない。ただし，軽微な変更（補助目的の達成に支障をきたさない計画細部

の変更であって，補助金の額の増額を伴わないものをいう。）についてはこの

限りではない。  

２ 市長は，前項の規定により変更承認申請書の提出があった場合は，その内

容を審査し，適当と認めるときは，補助事業者に岡山市ナショナルチーム等

キャンプ誘致推進事業補助金変更交付決定通知書（様式第６号）により通知

するものとする。  

 

 （実績報告）  

第１１条 補助事業者は，岡山市ナショナルチーム等キャンプ誘致推進事業補

助金事業実績報告書（様式第７号）に次に掲げる書類を添えて，キャンプ終

了後速やかに市長に提出しなければならない。  

 (1) キャンプ参加者名簿（様式第３号）  



 (2) 事業実績報告書（様式第８号）  

 (3) キャンプ日程表  

 (4) 前号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類  

 

 （補助金の額の確定の通知）  

第１２条 補助金の額の確定通知は，岡山市ナショナルチーム等キャンプ誘致

推進事業補助金額の確定通知書（様式第９号）により，補助事業者に通知す

るものとする。  

 

 （補助金の完了前交付）  

第１３条 規則第１９条第１項ただし書の規定により，キャンプ運営事業を実

施する場合に限り，交付決定額の範囲内で概算払いをすることができる。  

  

 （状況報告，着手届及び完了届の免除）  

第１４条 規則第１３条に規定する状況報告及び規則第１５条に規定する補助

事業等着手・完了届の提出は要しない。  

 

 （検査等）  

第１５条 市長は，補助金の適正な運用を図るため，必要があると認めるとき

は，補助事業者に対し報告を求め，又は指示し，若しくは帳簿等関係書類を

検査することができる。  

 

 （委任）  

第１６条 この要綱に定めるもののほか，この要綱の実施に関し必要な事項は，

市長が別に定める。  



 

附 則  

この要綱は，平成２９年４月１８日から施行する。  

この要綱は，令和３年６月２５日から施行する。  

この要綱は，令和４年３月１５日から施行する。  

 


